
6月 2日保存年限|永年･10年《丈5年･3年･1年｡ （ ）

員 ：情報管理宮駕駕畷潭-部ﾛ時限’）

画開示（回全部口一部口時限）

口非開示（非開示解除 ）
情報管理

■
■
■
Ｈ
Ⅱ
ｑ
凶

｜
碑
一
年
年

師
｜決裁 ｜平成
|施行 ｜平成

合議主査 係参事課長 係長副町長町長
ｌ
ｒ
ｂ
Ｐ
‐
訂
４
４
１
１
１

１
１
１
１

■

ｌ

ｑ

１

・

■

日
ｑ
ｊ
ｌ
Ｉ
ｑ
ｌ

’

I 〃p砧．匙･
も一.

勢
●

b

巳

萢

Q

l

鱒
"一・t衿壺■■●

戸田｡－調

察
１
１
１
１
‐
！
‐
１
１
１
‐
！
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｉ
‐
！
‐
‐
‐
‐
１
１
１
‐
！
‐
‐
’
１
１
繊
一
脱
一

能
囲
囲
一
脚
一
件
一

内
ｌ要

次の

件

内

対応

生
ロ 書

圭
電

廃肩1日時
受信者名

発信者名

平成26年6月2日 （木）午後2時30分

総務課谷口参事

後志総合振興局森林室管理課管理係藤田係長

匪とおり、電話を受信． したので報告します。
I

名 チセヌプリスキー場に係る用地（道有林）について

谷口 ･休止中のチセヌプリスキー場について、 リフトを使用しない

方法（圧雪車・スノーモービルを使用）で営業する場合、ス

キー場用地として道有林を借受することが可能かどうか。

･スキー場用地として利用されるのであれば、特に問題ないと

思います。

･使用しないリフトについて、どのような対応が必要になりま

すか。 （撤去等）

･スキー場を営業している間は、 リフト撤去に関する問題はな

くなります。 （休止より良い）

．ありがとうございました。今後も何かとご連絡することがあ

ると思いますが、よろしくお願いいたします。

藤田．

容

（要旨） 谷口
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結果

又は今後

の処理

検討委員会の開催時に情報提供し、検討することとします。
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